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平成２７年度 第１回 根室市総合教育会議 議事録 

 

１ 日  時     平成２７年５月２７日（水） 開会 午後１時３０分 

閉会 午後２時１０分 

２ 会  場     根室市役所 ２階 中会議室 

３ 出 席 者     根室市長  長谷川 俊 輔 

（根室市教育委員会） 委 員 長  松 下 洋一郎 

委   員  澤 村 武 之 

  〃    岩 﨑 園 子 

教 育 長  寺 脇 文 康 

（事務局職員） 

教育部長   今 井 泰 和 

教育総務課長 齋 藤 博 士 

総務主査   大 沼 公 治 

４ 付議事項 

（１）教育に関する「大綱」の策定について 

（２）今後の総合教育会議について 

（３）その他 

５．議  事 

○ 長谷川市長あいさつ 

○ 制度改正説明 

・今井教育部長より【資料１】により説明 

○ 協議事項 

（１）教育に関する「大綱」の策定について 

・齋藤教育総務課長より【資料２】により説明 

＜松下委員長＞ 

総合計画の策定にあたっては、どのような手続きをもってあたられたのか。 

また、教育委員会事務局の関わりはどのようなものであったのか。 

＜今井教育部長＞ 

【資料３】により総合計画について説明 

＜長谷川市長＞ 

このたびの総合計画の策定にあたっては、平成２５年に市の部長職からなる総合

計画策定本部員会議を設置するとともに、まちづくり市民会議による１年間にわた

る熱心な討議や、延べ６回、１３０名ほどの市民の皆様に参加いただいた地域懇談

会での意見などを踏まえながら、計画の策定にあたってきたところです。さらに新

たな試みとしては、市議会に総合計画審査等特別委員会を設置し、計画の構想・立

案の段階から市議会においても精力的な議論をいただき、最終的には本年３月の定

例月議会において議決をいただいたものであります。 
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また、総合計画に対する教育委員会の関わりでありますが、「教育文化」の分野

となる「個性を伸ばし、豊かな心と感性を育むまち」の政策目標、目標を実現する

ための具体的な方策等についての検討にあたっては、先ほどの本部員会議をはじめ

教育委員会の課長職もメンバーである総合計画策定委員会において検討、協議され

案が策定されたものです。 

＜松下委員長＞ 

わかりました。総合計画策定段階から教育委員会の意見が反映されているのであ

れば、総合計画を大綱とすることに賛成します。 

＜岩﨑委員＞ 

総合計画の計画期間は１０年間とありましたが、大綱の計画期間はどうなるので

しょうか。 

＜長谷川市長＞ 

国は首長の任期や先ほど出てきた教育基本計画の対象期間などから４～５年程度

のものとして定めることを想定しており、当市は総合計画の半期である５年間を期

間としたい。 

＜岩﨑委員＞ 

わかりました。 

 

◎事務局案のとおり教育に関する「大綱」を決定する。 

 

（２）今後の総合教育会議について 

＜齋藤教育総務課長＞ 

「総合教育会議」の開催については、自治体の長と教育委員会の意志により決め

られるものであり、制度として具体的に回数を想定している訳ではありません。 

事務局といたしましては、各年度において「教育施策の方向性の確認、共有」

及び「政策の実現に向けた予算等の権限を有する自治体の長との調整」等、年２

回程度の開催を予定したいと考えております。 

＜長谷川市長＞ 

今後の総合教育会議の開催については、原則として年２回とし、次回は新年度

予算編成がスタートする１１月を目途に設定することとしたいが、皆さんの意見

をいただきたい。もちろん、児童生徒の生命・身体の保護等、緊急の場合はこの

限りでなく、速やかに開催する必要があると考えます。 

＜澤村委員＞ 

児童生徒の生命・身体の保護等、緊急の場合とは、具体的にどのようなケース

が想定されるのか。 

＜長谷川市長＞ 

国において想定しているのは、「いじめ問題により児童生徒等の自殺が発生し

た場合」や「通学路で交通事故死が発生した後の再発防止を行う必要がある場

合」などとなっています。また、災害の発生による児童生徒への対応について福
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祉担当部局と連携する場合なども含まれています。 

＜澤村委員＞ 

わかりました。 

 

◎原則として年２回の開催とする。次回は１１月を目処に調整する。 

 

○閉 会 

＜長谷川市長＞ 

今回の改正では、教育行政の責任者としての「新教育長」のリーダーシップは

高まることとなりますが、教育長以外は非常勤の委員で構成する委員会の多数決

で意思決定を行う仕組みは従来どおりであり、また、教育の専門家ではない一般

の住民の意向を教育行政に反映している、いわゆる「レイマンコントロール」の

考え方も変わっていません。 

今後とも、このたびの地教行法の改正により設置することとなりました、この

会議を活用して教育委員会と教育政策の方向性を共有し、一致して教育行政の執

行にあたっていくこととしたいと考えているのでよろしくお願いします。 

 

午後２時１０分 閉会 


